
尼崎市子ども・子育て審議会 

第１回計画策定部会 次第 

 日時：平成30年10月15日（月） 

午後6時30分～ 

 場所：尼崎市立すこやかプラザ 多目的ホールＡ室 

１ 議題

 部会長による副部会長の指名

 ニーズ調査の設問設計に当たっての留意点等について

 調査票＜就学前・小学生＞（案）について 

  ① ニーズ調査に当たって注意すべき点 

  ② 必須項目以外の市独自で追加する設問等 

  ③ 調査票全体のボリューム、設問の流れ、レイアウト、表現のしかた など 

 その他 

以  上



№ 選　出　区　分 所　属　等

1 学識経験者（児童福祉専攻）
ｲﾄｳ　 ｶﾖｺ
伊藤　嘉余子

大阪府立大学
地域保健学域教育福祉学類

2 学識経験者（教育専攻） ★
ﾀｷｶﾞﾜ　ｺｳｼﾞ
瀧川　光治

大阪総合保育大学
児童保育学部

3 学識経験者（児童福祉専攻）
ﾔﾏﾄ　 ﾊﾙﾕｷ
大和　晴行

武庫川女子大学
文学部教育学科

4 特別委員（学識経験者）
ｲﾄｳ　 ｱﾂｼ
伊藤  篤

甲南女子大学
人間科学部総合こども学科

5 特別委員（学識経験者）
ﾅｶｵ　 ｼｹﾞｷ
中尾　繁樹

関西国際大学
教育学部教育福祉学科

★：部会長 （ニーズ調査票原案作成まで　敬称略／選出区分ごとに５０音順）

尼崎市子ども・子育て審議会計画策定部会委員名簿

氏　　名



事業計画
次世代計画
（中間答申）

教育・保育等
「量の見込み」
の検討

教育・保育等
「確保方策等」
の検討

提供区域の検証 事業計画部分の原案の起草

（平成31年10月目途）１．計画策定までの流れ

次世代計画部分の原案の起草

（平成30年11月～
12月目途）

保護者等に対する
ニーズ調査

ニーズ調査の設問設計に当たっての留意点等
資料１－１

○事業計画で、教育・保育等の「量の見込み」の算出に当たっては、保護者の現在の利用

状況に加えて、利用希望の把握等をもとに推計することが義務化されている。
（※子ども・子育て支援法第61条第4項）

２．利用希望の把握に係る国の考え方

○主に０～５歳（就学後については任意）を対象に、アンケート調査の方法により把握
○ アンケート調査は、国から、「調査票のイメージ」（参考資料３）が示され、全国共通の必須項目として、「量の見込み」の
推計上必要な項目を設定（それ以外は任意項目）

○ 事業区分を、①幼児期の教育・保育⇒定期的に利用する事業、②地域の子育て支援⇒その都度の不定期的に利用
する事業の大きく２グループに分けて項目整理

○就労状況は、今後の就労希望も含めて把握
○次世代計画策定時のニーズ調査における課題点（特に過大にニーズが算出される傾向）を考慮 など
⇒ 就労希望時期や就労形態等について複数の選択肢を設ける、一定の利用料が発生することを明記するなど
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３．「量の見込み」の算出等の国の考え方
○前回事業計画策定時の「国の手引き」（参考資料２）を参照しながら、「量の見込み」を算出することが示された。
なお、今回の「国の手引き」（参考資料１）は、前回策定時以降の状況の変化などを踏まえ、追記・修正があったもの。

【資料１－２】

４．ニーズ調査実施要領
１ 調査地域 尼崎市内全域（前回 同様）

２ 調査対象・件数 ① 尼崎市内在住 「就学前児童」のいる世帯の保護者 3,000人（前回 2,000人）

②尼崎市内在住 「小学生」のいる世帯の保護者 3,000人（前回 2,000人）

（うち、小学生高学年の場合は、直接本人が回答する設問を設定 1,500人） （前回 なし）

３ 調査時期 平成30年11月～12月（調査票が確定次第、速やかに実施）（前回 平成25年9月～10月）

４ 調査方法 住民基本台帳をもとに、対象児童のいる世帯を無作為抽出し、郵送配布・郵送回収
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５．ニーズ調査項目の検討に当たっての視点

①今後計画に記載していくべき内容に関連した設問が入っているか。

② 社会情勢の変化や尼崎市の課題等を踏まえつつ、独自設定の設問等をどうするか。

③ 上記①②による設問数増への回答者の負担感を減らすため、設問の集約や削除等をどうするか。

④ 調査票全体のボリューム、設問の流れ、レイアウト、表現のしかたなどが適当かどうか。

４ 調査方法 住民基本台帳をもとに、対象児童のいる世帯を無作為抽出し、郵送配布・郵送回収（前回 同様）

５ 予定回収率 「就学前児童」調査 約55％（前回 56.6％）

「小学生」調査 約55％（前回 54.1％）

６ 調査票（案） 資料２－３＜就学前＞、資料２－４＜小学生＞のとおり ※前回実施のニーズ調査を参考に設問設計

調査合計 約55％（前回 55.4％）
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国の「量の見込み」の算出等の考え方に対する必要な対応等 

項目 概要 必要な対応・検討事項 備考 

１ 提供体制確保の

実施時期の設定

・計画における提供体制確保の実施時期は、「子育て安心プラン」に

おいて目標年次としている 2020 年度末までに、量の見込みに対

応する教育・保育施設及び地域型保育事業を整備することを目指

し、設定する。 

・確保方策の検討において、2020年度末までに待

機児童をゼロにするよう確保方策を設定する。 

・2022年までの量の見込みについて、M字カーブ

の解消による女性の就業率の増加を加味して算出

する。 

２ 量の見込みの算

出に用いる子ど

もの年齢につい

て 

・量の見込みの算出に用いる子どもの年齢については、「調査又は抽

出時における年齢」が回答時点における年齢に最も近く、各年齢の

ニーズをより適切に把握できると考えられるが、市町村の判断で４

月１日時点での年齢（学年齢）とすることも可能。 

・人口推計において、年度当初、年度中、年度末等

算出したい量の見込みの時点に応じて、人口推計

の基準日を検討する必要がある。 

３ トレンドや政策

動向、地域の実情

等の考慮 

・量の見込みの算出に当たっては、トレンドや政策動向、地域の実情

等を十分に踏まえるとともに、子育て安心プラン実施計画との整合

性の確保を図りつつ、必要に応じて補正を行うこと。（特に、保育

の受け皿整備の進捗による潜在需要の喚起や、女性就業率の上昇傾

向に留意） 

・ニーズ調査において、幼児教育・保育の無償化が

された場合のニーズを聞く設問を盛り込む、ある

いは今後のサービスの利用希望を聞く設問につい

て、無償化を前提とした聞き方とする。 

・ニーズ調査において、確保方策の優先度を考える

上で、大規模な保育施設を求めているのか、小規

模でも歩いていけるところを求めているのかな

ど、どのような観点から今の教育・保育を選んで

いるのかといった点について聞く設問を設ける。 

４ 都市開発部局と

の十分な情報共

有 

・大規模マンション等の開発が行われる際には、量の見込みを大きく

変動させる要因となり得ることから、必要に応じて補正を行うこ

と。 

・大規模マンション等の開発が行われるのであれば、

量の見込みの基礎となる人口推計に上乗せする。 

５ ０歳児保育の量

の見込み 

・０歳児保育の量の見込みについては、、育児休業の取得状況の実態

等を踏まえ、よりニーズの実態に近いものとなるよう、適切に量を

見込むこと。 

・ニーズ調査の育児休業の取得状況に関する設問を

勘案し、「１歳から必ず利用できる事業があれば、

１歳になるまで育児休業を取得したい」者等を０

歳児保育のニーズに補正する。 

６ 「調査票のイメー

ジ」における設問

の修正 

・ニーズ調査における現在利用している教育・保育サービスの選択肢

に「小規模な保育施設」を追加すること。 

・ニーズ調査において、現在利用している教育・保

育サービスの選択肢に「小規模な保育施設」を追

加する。 

資料１－２ 
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項目 概要 必要な対応・検討事項 備考 

７ 共働き等家庭の

子どもの幼稚園

利用について 

・共働き等家庭の子どもの幼稚園利用について、正確にニーズを把握

することを目的として、調査票に「特に幼稚園の利用を強く希望し

ますか。」を追加する。 

・ニーズ調査において、新たに幼稚園の利用を強く

希望するかを、問う設問を追加する。 

８ 企業主導型保育

施設の地域枠の

活用 

・企業主導型保育施設の設置者と市町村が調整を行い、地域枠につい

て市町村の利用者支援の対象とした場合には、２号認定子ども及び

３号認定子どもに係る教育・保育の提供体制の確保の内容に含めて

差し支えない。 

・量の見込みに対する確保方策について、企業主導

型保育の欄を設ける。 

・企業主導型保育の提供量の設定については、市内

の企業主導型保育の実態把握が必要。 

・市民のニーズとしては、「事業所内保育が整備され

ていれば利用したいか」という設問をニーズ調査

に追加し、市内外の利用希望と組み合わせて把握

することが考えられる。 

９ 特定教育・保育施

設等の定員の取

扱い 

・必要利用定員総数が当該年度よりも翌年度が上回る場合には、翌年

度の必要利用定員総数に基づき需給調整を行う。 

・新たに整備を行った保育所や認定こども園については、運営開始後

１～３年目は４・５歳児定員を少なく設定し、２年目以降、入所児

童の進級に伴い、４・５歳児の定員の増加を図るなど、施設側と調

整し、地域の保育ニーズに伴い、柔軟な定員設定を行う。 

・新設の保育所や認定こども園の確保方策について、

０～２歳児のニーズを踏まえて、４・５歳児定員

との調整を図る。 

10 放課後児童健全

育成事業の量の

見込み 

・2023年度末までに放課後児童クラブの約30万人分の更なる受け

皿の拡大を踏まえ、量の見込みを算出。 

・小学校２年生以上の量の見込みについては、これまでの放課後児童

健全育成事業の利用の伸び率や小学校１年生に係る量の見込みと

のバランスを見ながら、適切な数字を算出する。 

・利用の申し込みや登録児童・待機児童の実績値の分析に加え、保育

所の新設や大規模マンションの新設等、今後、量の見込みを大きく

変動させ得る要因の動向の分析や小学校４年生以上の高学年児童

の利用ニーズの分析を踏まえ、適切な補正を行う。 

・ニーズ調査結果から算定する量の見込みと、事業

の利用の伸び率に基づく量の見込みとを比較検討

しながら量の見込みを設定する。 

・ニーズ調査において、小学校４年生以上の高学年

児童が放課後児童クラブを希望する理由を聞き、

放課後子ども教室等で代替できるものか検討す

る。 

11 子育て短期支援

事業の量の見込

み 

・子育て短期支援事業の量の見込みについては、ニーズ調査の結果に

加え、市町村における児童虐待相談等から、保護者の育児疲れや育

児不安などの事由により事業の活用が想定される数を算出し、量の

見込みに加えるなど、適切な補正を行う。 

・ニーズ調査結果から算定する量の見込みと、事業

の利用の伸び率に基づく量の見込みとを比較検討

しながら量の見込みを設定する。 

12 利用者支援事業

の量の見込み 
・基本型・特定型と母子保健型を分けて計画に記載する。 

・保健師等の専門職が、母子保健に関する相談にも

対応する母子保健型利用者支援事業を区別して、

利用者支援事業の確保方策を設定する。


